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【問合せ先】 

明石市 都市局都市整備室都市総務課 

電 話 ： 078-918-5037 

メール ： tosou@city.akashi.lg.jp 

 

地区計画の区域内における行為の届出書の手引き 
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１．届出から副本交付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料再提出 

再審査 

【郵 送 申 請】 

事前相談（メールにて） 

原本郵送 

(着手予定の３０日前まで) 

不備有り 

副本は通常１週間程度で発行しますが、決裁の状況や 

書類の不備があった場合には延びることがあります。  

建築確認申請等の提出スケジュールを加味して、余裕

を持ったご提出をお願いします。 

P5 を参照してください。 

不備無し 

【窓 口 申 請】 

不備有り 

指導・助言 審査 

資料再提出 

再審査 

副本交付 

指導・助言 審査 

不備無し 

副本返送 

（返信用封筒にて） 

届出 

（着手予定の３０日前まで） 
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２．届出の記入について 

―正  本 ―  

地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 行 為 の 届 出 書 

 

令和○○年  ○月  ○日  

明 石 市 長 様 

届出者 住 所  明石市中崎１丁目５番１ 

氏 名  ○○  ○○ 

都市計画法第５８条の２第１項の規定に基づき、 

☐ 土地の区画形質の変更 

☑ 建築物の建築又は工作物の建設 

☐ 建築物等の用途の変更 

☐ 建築物等の形態又は意匠の変更 

☐ 木竹の伐採 

記 

 

１ 行為の場所       明石市  中崎○丁目○番○     

２ 行為の着手予定日        令和 ○○年   ○月   ○日 

３ 行為の完了予定日        令和 ○○年   ○月   ○日 

４ 設計又は施行の方法 

(1)土地の区画形質の変更 区域の面積 ㎡ 

(2) (ｲ)行為の種別 （ 建築物の建築・工作物の建設 ） （ 新築・改築・増築・移転 ） 

建
築
物
の
建
築
又
は
工
作
物
の
建
設 

(ﾛ)  届 出 部 分 届出以外の部分 合    計 

設

計

の

概

要 

(ⅰ)敷 地 面 積   150 ㎡ 

(ⅱ)建築又は建設面積 65 ㎡ ㎡ 65 ㎡ 

(ⅲ)延 べ 面 積 120 ㎡ ㎡ 120 ㎡ 

(ⅳ)高さ 

地盤面から 

(ⅴ)用途 一戸建て住宅 

(ⅵ)構造 木造 

7.7 ｍ 
(ⅶ)階数    地上（  2  ）階 ・ 地下（    ）階 

(ⅷ)垣又はさくの構造 無し 

(3)建築物等の用途の変更 
(ｲ)変更部分の延べ面積 (ﾛ)変更前の用途 (ﾊ)変更後の用途 

㎡   

(4)建築物等の形態又は意匠の変更 
変更の内容 

(5)木竹の伐採 伐採面積 ㎡ 

代理人 

連絡先 

住所 

明石市○○町○丁目○番 

氏名 

○○株式会社  ○○ ○○ TEL(○○○ ) ○○○－○○○○ 

 

窓口処理欄（記入不要） 

受     付 課 長 担当課長 係 長 係 処    理 

年   月   日 

    年   月   日 〔第      号〕 

地区 

 

  

について、下記により届け出ます。 

着手予定日の 30 日前までに届出して下

さい 

(例) 着手日が 5月 2日なら、4 月 1 日

までに届出てください 

記入例 

行
為
の
内
容
に
応
じ
て
、
該
当
す
る
欄
に
必
要
事
項
を 

記
載
し
て
く
だ
さ
い 
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３．添付書類について 

行為の種類 図面 縮尺 表示事項 備考 

土地の区画

形質の変更 

土地の区画及び周辺の 

公共施設を表示した図面 

1／1000 以上 － ・公共施設(道路、水路等)

の新設、廃止、異動があ

る場合 

・切土、盛土により土地の形

状を変更する場合 

※高さ５０cm以上の場合 

設計図 1／100 以上 － 

位置図 1／2500以上 － 

土地の求積図、求積表 1／200 以上 － 

委任状 － － ・代理人が届出を行う場合 

・副本は写し可 

現況写真 － － ・正本のみに添付 

建築物の建

築、工作物

の建設又は 

建築物若し

くは工作物

の用途の変

更 

配置図面 

1／100 以上 

・敷地内の駐車スペース 

・敷地内の緑地計画（樹

種・高さ等） 

・道路沿いの塀等 

（位置・材質・高さ） 

・外構図と併用可 

各階平面図 － ・建築物のみ 

立面図 ・意匠の制限がある地区

は、外壁と屋根のマンセ

ル値 

・2 面以上 

 

外構図 － ・地区計画の内容により添

付の必要がある場合 

位置図 1／2500以上 － － 

土地の求積図、求積表 1／200 以上 － － 

委任状 － － ・代理人が届出を行う場合 

・副本は写し可 

現況写真 － － ・正本のみに添付 

建築物又は

工作物の形

態又は意匠

の変更 

配置図面 

 

1／100 以上 ・敷地内の駐車スペース 

・敷地内の緑地計画（樹

種・高さ等） 

・道路沿いの塀等 

（位置・材質・高さ） 

・面積や高さに変更があっ

た場合 

・意匠に変更があった場合 

立面図 1／100 以上 ・外壁と屋根のマンセル値 － 

位置図 1／2500以上 － － 

土地の求積図、求積表 1／200 以上 － － 

委任状 － － ・代理人が届出を行う場合 

・副本は写し可 

現況写真 － － ・正本のみに添付 

木竹の伐採 位置図 1／2500以上 － － 

土地の求積図、求積表 1／200 以上 － － 

委任状 － － ・代理人が届出を行う場合 

・副本は写し可 

現況写真 － － ・正本のみに添付 

※外構計画（塀等）が未定の場合は、事前にご相談ください。 
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４．マンセル値について 

明石市景観計画の色彩に対する運用を準用し、「建築物等の形態若しくは意匠の制限」がある地区については、

「明度」、「彩度」を目安に定めてください。（応相談） 

また、立面図に外壁及び屋根についてマンセル値の記入をお願いします。 

 

〔下記表内の地区区分について〕 

地 区 用途地域等 

住 宅 
住宅専用 第 1・2 種低層住居専用地域、第 1・2 種中高層住居専用地域、田園住居地域 

住宅混在 第 1・2 種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域 

商 業 近隣商業地域、商業地域 

工 業 工業専用地域 

田 園 市街化調整区域 

 

〔明度、彩度の基準〕 

項目 基準 

色彩 

・基調となる色は落ち着いたものとし、周辺景観との調和に努める。 

・周辺の建築物と色調を合わせるなど、周辺景観から突出したデザインになら

ないように努める。 

・外壁、屋根など外観に使用する色彩はマンセル表色系において、次の範囲内

の数値とする。 

 ただし、無着色の木材、石材、漆喰、レンガ、ガラス等を使用する部分は除く。 

 また、各壁面の見付面積の 10分の１以下の部分は除く。 

地区 明度 彩度 

住宅 

住宅 

専用 

４以上 

９以下 

Ｒ系、ＹＲ系、Ｙ系 ４以下 

その他の色相 ２以下 

住宅 

混在 

４以上 

９以下 

Ｒ系、ＹＲ系、Ｙ系 ４以下 

その他の色相 ２以下 

商業 なし 

Ｒ系、ＹＲ系 ６以下 

Ｙ系 ４以下 

その他の色相 ２以下 

工業 
４以上 

９以下 

Ｒ系、ＹＲ系、Ｙ系 ４以下 

その他の色相     ２以下 

田園 
４以上 

９以下 

Ｒ系、ＹＲ系、Ｙ系 ４以下 

その他の色相 ２以下 

・商業地区の低層部では、アクセントカラーを使用するなど、色彩の演出に工

夫する。 
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５．郵送対応ついて 

（１） メ―ルによりタイトルを「郵送受付希望」とし、届出書（正・副）および共通図書を添付の上、事前確認を受け 

てください。（容量が大きい場合は、１通あたり 10MB以下で分けて送信願います。） 

 

（２） 提出書類は正副各１部、返信先を記入した返信用封筒（必要な郵送料の郵送貼付）の封入してください。 

 

（３） 市への書類到着日が届出日となります。 

通常よりも処理に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって届出してください。 

 

（４） 郵送による届出を受理した旨の連絡はいたしません。 

 

（５） 事前相談のないもの、記入内容に誤りや漏れのあるものは受付できません。 

これらにともなう損失について、当方はその責任を負いません。 

 

（６） 郵便事情による遅延や紛失について、当方は責任を負いません。 
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６．変更届出について 

― 正 本 ― 

地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 行 為 の 変 更 届 出 書 

 

令和○○年  ○月  ○日  

明 石 市 長様 

届出者 住 所  明石市中崎１丁目５番１ 

 

氏 名  ○○  ○○ 

 

都市計画法第５８条の２第２項の規定に基づき、届出事項について、下記により届け出ます。 

 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日  令和○○年 ○月 ○日  〔受付番号 第 １２３ 号〕 

２ 変 更 の 内 容 建築物等の用途の変更 

  専用住宅→店舗兼用住宅 

 

 

 

 

 

 

 

３ 変更部分に係る 

行為の着手予定日 
令和○○年 ○月 ○日 

４ 変更部分に係る 

行為の完了予定日 
令和○○年 ○月 ○日 

代

理

人 

連

絡

先 

住所 

明石市○○町○丁目○番 

氏名 

○○株式会社  ○○ ○○ 

TEL（○○○）○○○－○○○○ 

 

備考 

１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

受    付 課 長 副課長 係 長 係 処   理 

 年  月  日     

年  月  日 〔第     号〕 

地区 

 

記入例 
着手予定日の30日前までに届出して

下さい 
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７．地区毎の制限内容早見表 

※制限の詳細は、各地区の概要書で確認してください。 

各地区の概要はこちら→地区計画（各地区の紹介） 

地区計画名 

建築物等制限の種類 

 

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限 

 

建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度 

 

建
築
物
の
建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度 

 

建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度 

 

壁
面
の
位
置
の
制
限 

 

建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度 

 

建
築
物
等
の 

形
態
若
し
く
は
意
匠
の
制
限 

 

垣
又
は
さ
く
の
構
造
の
制
限 

 

建
築
物
の
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積 

に
対
す
る
割
合
の
最
高
限
度 

 

建
築
物
の
建
築
面
積
の
敷
地
面
積 

 

に
対
す
る
割
合
の
最
高
限
度 

１．大久保駅南地区 有 － － 有 有 有 有 － 有 － 

２．大久保町諸池地区 有 － － － － 有 有 － － － 

３．大蔵海岸通地区 有 － － － 有 － 有 － － － 

４．大久保町緑が丘地区 有 － － 有 － 有 有 － － － 

５．大久保町高丘3丁目東地区 有 有 － 有 有 有 有 － － － 

６．二見町西二見地区 有 － － 有 有 有 有 － － 有 

７．大久保町奥北野地区 有 － 有 有 有 有 － 有 － － 

８．大久保町高丘５丁目南地区 有 － － 有 － － 有 － － － 

９．大久保町松陰地区 有 － － － 有 有 － 有 － － 

１０．大久保町谷八木地区 有 － － 有 有 有 － 有 － － 

１１．大久保町福田地区 有 － － 有 有 有 － 有 － － 

１２．大久保町福田西地区 有 － － 有 有 有 － － － － 

１３．大久保町カスケディア地区 有 － － 有 有 有 有 有 － － 

１４．大久保町大久保北地区 有 － － － － 有 － － － － 

１５．宮の上地区 有 － － 有 有 有 有 有 － － 

１６．本町２丁目地区 有 － － － － － － － － － 

１７．大久保町高丘２丁目南地区 有 有 － 有 有 有 有 － － － 

１８．大久保町中之番地区 有 － － － 有 有 － 有 － － 

１９．大久保町谷八木北地区 有 － － 有 有 有 － 有 － － 

２０．大久保町西脇地区 有 － － 有 有 有 － － 有 有 

 

  

https://www.city.akashi.lg.jp/tosei/tokei_ka/machizukuri/toshi/toshi/chikukeikaku/chikukeikaku-04.html
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地区計画名 

建築物等制限の種類 

 

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限 

 

建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度 

 

建
築
物
の
建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度 

 

建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度 

 

壁
面
の
位
置
の
制
限 

 

建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度 

 

建
築
物
等
の 

形
態
若
し
く
は
意
匠
の
制
限 

 

垣
又
は
さ
く
の
構
造
の
制
限 

 
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積 

に
対
す
る
割
合
の
最
高
限
度 

 

建
築
物
の
建
築
面
積
の
敷
地
面
積 

 

に
対
す
る
割
合
の
最
高
限
度 

２１．大久保町上野地区 有 － － 有 有 有 － 有 － － 

２２．大道町地区 有 － － 有 － － 有 － － － 

２３．明石駅前南地区 有 － － － － － 有 － － － 

２４．藤江出ノ上地区 有 － － 有 有 有 有 有 － － 

２５．明南町２丁目地区 有 － － 有 有 有 有 有 － － 

２６．大久保町松陰山手地区 有 － － 有 有 有 － － － － 

２７．大久保町南高丘地区 有 － － 有 有 有 有 － － － 

２８．大久保町八木地区 有 － － 有 － － 有 － － － 

２９．大久保町丁田地区 有 － － 有 有 有 有 － － － 

３０．松が丘５丁目地区 有 － － － － 有 有 － － － 

３１．江井ヶ島駅北地区 有 － － 有 － － 有 － － － 

32.藤江中畑地区 有 － － 有 有 有 － － － － 

 

 


